
（様式３） 

                                【教育長の報告】№１ 

令和４年３月１４日 

件 名 令和４年度堺市立学校園運営における指針について 

担 当  学校教育部 学校指導課 

概 要 

１．「令和４年度堺市立学校園運営における指針（以下「本指針」）」改訂の趣旨 
急激な社会の変化や多様な課題に対し、学校園が臨機応変に対応し、機動的・能

動的に動くためには、校園長を中心に、学校園の組織マネジメント力の強化を図っ
ていくことが一層重要であり、自主性・自律性に富んだ学校園運営の確立を図る必
要がある。 

第３期「未来をつくる堺教育プラン（以下「第３期プラン」）」における本市の
方針等を踏まえつつ、各学校園における創意工夫ある取組を推進し、自主性・自律
性に富んだ学校運営の一助となるよう、「第３期プラン」における５年間の主な取
組に基づき、令和４年度の学校園の取組指針を示すこととし、これまでの「堺市立
学校園に対する指示事項」を名称変更・改訂し、本指針として作成した。 
 

２．本指針の内容 
  はじめに ～本指針に活用にあたって～ 
  第１章 第３期「未来をつくる堺教育プラン」について 
  第２章 第３期プラン（２年次）における取組指針 
    １ 「総合的な学力」の育成 
    ２ グローバルに活躍できる力の育成 
    ３ 超スマート社会（Society5.0）で活躍できる力の育成 
    ４ 豊かな心の育成 
    ５ 健やかな体の育成 
    ６ 特別支援教育の推進 
    ７ つながる教育の推進 
    ８ 学びの機会の確保 
    ９ 学校マネジメント力の向上 
    10 信頼される教員の育成 
    11 えがおあふれる学びの場づくり 
    12 子どもの安全確保 
    13 ひろがる教育の推進 
  第３章 教育課程の編成と実施にあたって 
  第４章 人権教育の推進について 
  参考資料 
 
３．本指針改訂にあたっての主な変更点 
・各学校園における創意工夫ある取組を推進するため、各年度に定めていた教育重

点目標及び学校指標を削除。 
・新たに「はじめに」を掲載し、本指針の活用にあたり、改訂の趣旨等を示した。 
・第２章の構成・章立てを「第３期プラン」を踏まえた構成・章立てに変更。 
・第２章の内容において、教育委員会定例会の議論や決定事項等を踏まえ、一部改

訂。 

 

４．今後の予定 

 冊子を全学校園に配付するとともに、堺市ホームページに掲載する。 
























































































































































